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1 丹生ダム建設事業の位置図
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2 丹生ダム建設事業の経緯
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昭和43年10月 予備調査を開始
昭和55年 4月 実施計画調査着手
昭和63年 4月 建設事業着手
平成 2年 3月 水源地域対策特別措置法に基づくダムに指定
平成 6年 3月 事業実施方針の指示、事業実施計画の認可
平成 6年 4月 水資源開発公団へ事業継承
平成 7年 3月 水源地域対策特別措置法に基づく水源地域指定
平成 7年 3月 工事用道路工事に着手
平成 8年12月 水没家屋等移転完了
平成14年 2月 事業実施計画（変更）の認可（事業工期を平成12年度から平成22年度へ変更）
平成16年 5月 淀川水系河川整備計画基礎案公表
平成17年 7月 淀川水系５ダムの方針についての公表
平成19年 8月 淀川水系河川整備基本方針策定
平成20年 6月 淀川水系河川整備計画（案）公表
平成21年 3月 淀川水系河川整備計画策定
平成21年 4月 淀川水系水資源開発基本計画の全部変更
平成21年12月 「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」における新たな評価

基準により検証を行うダムとして位置づけられる
平成22年 9月 国土交通大臣より、ダム事業の検証に関する検討の指示
平成23年 1月 丹生ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場（第１回幹事会）
平成24年 8月 丹生ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場（第２回幹事会）
平成25年 3月 丹生ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場（第３回幹事会）
平成25年 9月 丹生ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場（第４回幹事会）
平成26年 1月 丹生ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場（第１回検討の場、第５回幹事会）
平成28年 6月 丹生ダム事業評価監視委員会
平成28年 7月 国土交通省の対応方針：中止決定



3 淀川水系河川整備計画等における事業計画の概要
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＜河川整備計画本文抜粋＞

○天井川である姉川・高時川の浸水被害の軽減を図るためには、洪水調節施設によって対策を講
じることが有効である。このことから、現在事業中の丹生ダムについて、ダム型式の最適案を総
合的に評価して確定するための調査・検討を行う。

○丹生ダム建設事業において渇水対策容量を確保することとしているが、ダムで容量を確保する
方法と琵琶湖で確保する方法があることから、最適案について総合的に評価して確定するため
に調査・検討を行う。

２）水資源開発基本計画における位置づけ

１）淀川水系河川整備計画における位置づけ

なお、丹生ダム建設事業の見直しに係る諸調査は、当面の間は、独立行政法人水資源機構が
引き続き行うものとする。

＜水資源開発基本計画本文抜粋＞

フルプランでは、丹生ダムが水資源開発施設からの対象から外れるとともに、「丹生ダ
ム建設事業の見直しに係る諸調査は、当面の間は、独立行政法人水資源機構が引き
続き行うものとする」ことが記載され、位置づけが見直された。

ダム形式の最適案を総合的に評価・確定するための調査・検討を行う。



4 丹生ダム検証に係る検討の流れ
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「関係地方公共団体からなる検討の場」の設置（H23.1.17）

（H23.1.18 開催）

第１回（幹事会）

今後の治水対策のあり方に関する有識者会議（H28.7.8）
対応方針：対応方針（案）のとおり中止

第２回（幹事会）

（H24.8.28  開催）

第３回（幹事会）

（H25.3.26開催）

事業評価監視委員会（H28.6.21）
対応方針（案）：原案のとおり「中止」が妥当であると判断

（H25.9.3開催）

第４回（幹事会）

利水対策案を関係河川使用
者等に提示、意見聴取

パブリックコメント

（H25.4.3～H25.5.2）

（H25.3.29～H25.4.30）

第５回（幹事会）

第１回検討の場

（H26.1.16開催）

学識経験を有する者、関係住民の意見聴取
（学識経験者 H28.2.29）
（関係住民 長浜市：H28.2.28 、大阪市：3.1 ）

※ 関係住民への意見聴取を補足する手段
として広く意見募集を並行して実施。
（H28.2.8 ～ 3.7）

：完了 ：未了
※ 対策案の数には、丹生ダム案を含む。

概略評価により治水・利水対策案を抽出

治水・利水対策案を評価軸ごとに評価

対応方針（案）等の決定

検討主体から本省への検討結果の報告

経緯及び概要等

複数の治水・利水対策案を立案

検証対象ダムの総合的な評価

目的別の総合評価

洪水調節 ： １３対策案
流水の正常な機能の維持 ： ６対策案
渇水対策 ： １４対策案

洪水調節 ： ７対策案
流水の正常な機能の維持 ： ３対策案
渇水対策 ： ６対策案

渇水対策洪水調節
流水の正常な
機能の維持

検討主体による個別ダムの検証に係る検討

目的別の検討

渇水対策洪水調節
流水の正常な
機能の維持

渇水対策洪水調節
流水の正常な
機能の維持
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点
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本省による対応方針等の決定
本省による対応方針：中止（H28.7.20）

（ただし、中止後の地域振興については、これまでのダム事
業の経緯を踏まえ、関係機関とともに実施する。）



5 事業進捗状況（平成28年3月末時点）
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進入防止柵設置（H19）

・付替県道妙理谷工区

（施工済概成部上流端、妙理白山橋）

・付替県道妙理谷工区

（下津羅橋、塩谷トンネル）

・工事用道路２号線
H16概成（菅並～ダムサイト）

凡 例

H27まで

・県道改良工事

H16概成（下丹生～菅並）

（あわくじ橋、塩谷トンネル）
・付替県道妙理谷工区

・工事用道路１号線
H17概成（中河内）

写真を追加してく
ださい。

工事用道路２号線



6 事業進捗率（平成28年3月末時点）
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用 地 取 得 400ha

水没移転家屋 40戸

付替県道・県道改良
17.6㎞

工事用道路 14.0㎞

351ha
(88％)

49ha
(12%)

40戸
(100％)

7.7㎞
(44％)

9.9㎞
(56％)

3.2㎞
(23％)

10.8㎞
(77％)

H27年度まで

H28年度以降※）１．用地取得は、水没用地を計上。

２．平成18年3月以降、事業進捗なし。
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２１．４ ６８．８ ２４．４ ３４．４
８．２

（単位：億円）

補
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費

補
償
工
事
費

用地費及び補償費

ダム費
３６５．１

管
理
設
備
費

仮
設
備
費

測
量
設
計
費

工　　　事　　　費　　４５５．２

船舶及び機械器具費： ０．５

事務費等： ２．８

残事業費 ： 約５２５億円 ０

事業費の執行状況（平成28年3月末時点）

7
※）上記の事業費及び内訳は、現行の事業実施計画に基づく内容を記載したもの。

平成２５年度迄の執行済み額　約５６８億円 平成２８年度以降の事業費　約５２５億円

平成２６年度事業費： 約４．１億円

平成２７年度事業費： 約３．０億円

事業費 ： 約１，１００億円 ０

平成27年度事業費：約3.0億円

平成28年度事業費：約3.0億円

平成29年度以降の事業費 約523億円平成26年度迄の執行済み額 約571億円

444

21 69

事務費等：12

船舶及び機械器具費：1

8 24 34

残事業費 ： 約523億円

事業費 ： 約1,100億円

354



8 平成28年度実施内容（概要）
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2）平成28年度の実施内容
事業用地内道路等の保全及び事業施設の

維持管理等を実施します。

事業地内道路の落石等除去 通信設備の点検・保守

平成28年度建設費 59百万円

崩落斜面対策（コンクリート吹付）H27.12 倒木撤去及び木材の有効利用(薪・炭)

１）現在の事業内容について
平成15年6月に出された方針※）により、丹生ダム事業においては、現在まで事業用地内道路等

の保全及び事業施設の維持管理等を実施している。
※）淀川水系流域委員会（第22回）、「淀川水系河川整備計画策定に向けての説明資料（第2稿）」において、実施中のダム
について、「地元の地域生活に必要な道路や、防災上途中で止めることが不適当な工事以外は着手しない」とされたもの。

平成27年度建設費 109百万円


